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Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－７２０ 表示機付き電子計算機等 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ５－０ 一 その他の電子機器等 

Ｈ５－１ 一 電子計算機 

Ｈ５－４０ 一 周辺機器及び汎用端末機 

Ｈ５－４３ 一 電子計算機用キーボード付データ表示機 

Ｊ５－０ 一 その他の自動販売機及び自動サービス機 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｊ４－６１０ 金銭登録機 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

電子計算機   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

 Ｈ７－７２代にはデータ表示機が付いた電子計算機を分類する。多機能（自動預入支払機、プリント機能、

スキャナー機能、チケット販売機能等の機能が複数組み合わさったもの）を持つものを含む。 

 

 Ｈ７－７２０には、床置型（Ｈ７－７２１）・取付け型（Ｈ７－７２２）・卓上型（Ｈ７－７２３）・ノートパソコン型（Ｈ７

－７２４）・携帯型（Ｈ７－７２５）に属さない、データ表示機が付いた電子計算機を分類する。 

  

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

■データ表示機能を有さない（表示部があっても小さいもの）中央処理機（記憶機付きも含む）は電子計算

機用中央処理機等（Ｈ６ー６）に分類する。…図① 

■電子計算機能を有さないものはキーボード入力機（Ｈ７－１３１）に分類する。…図② 

■伝送用の機器（例：データ通信用変復調器等）はＨ６－２０の通信機器に分類する。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

図② H7-131 登録 01173923 

暗証番号登録機 

 

図① H6-6  登録 01140172 

電子計算機用中央処理機 
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